
平
成
17
年
度
水
質
検
査
計
画 

区　分  第３浄水場 谷田浄水場 

給水対象 
（町内％） 98.7％ 1.3％ 

22,000m3

14,435m3 

（平成15年度） 
206m3 

（平成15年度） 

600m3計画１日 
最大給水量 

１日最大給水量 

浄水場名称 第３浄水場 谷田浄水場 

所在地 播磨町北古田1-3-1 播磨町二子字谷田738-2

原水の種類 深井戸水 深井戸水 

浄水処理方式 凝集沈澱・急速ろ過 消毒のみ 

現況処理能力 18,000m3／日 600m3／日 

12,616m3 

（平成15年度） 
163m3 

（平成15年度） 
１日平均給水量 

基
本
方
針

 

基
本
方
針

 

水
道
事
業
の
概
要 

水
道
事
業
の
概
要 

関
係
者
と
の
連
携 

関
係
者
と
の
連
携 
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水
道
法
施
行
規
則
第
15
条
第
６
項
に
基
づ
き
、
毎
事

業
年
度
の
開
始
前
に
水
質
検
査
計
画
を
策
定
し
、
こ
の

計
画
に
基
づ
い
て
水
質
検
査
を
実
施
し
ま
す
。

（1）
検
査
地
点

水
質
基
準
が
適
用
さ
れ
る
給
水
栓(
蛇

口)

か
ら
出
る
浄
水
で
行
う
ほ
か
、
浄
水
場
の
入
口

（
原
水
・
水
道
水
の
原
料
と
な
る
水
）、
出
口
（
浄
水
）

で
水
質
検
査
を
行
い
ま
す
。

（2）
検
査
項
目

検
査
項
目
は
、
水
道
法
で
検
査
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
「
１
日
１
回
以
上
行
う
検
査
項
目
」

と
定
期
検
査
と
し
て
「
水
質
基
準
項
目
」、
ま
た
、
将

来
に
わ
た
り
水
道
水
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
留

意
す
べ
き
項
目
で
あ
る
「
水
質
管
理
目
標
設
定
項
目
」、

原
水
の
水
質
状
況
を
よ
り
詳
し
く
把
握
す
る
た
め
に

「
播
磨
町
が
独
自
に
行
う
水
質
項
目
」
と
し
ま
す
。

（3）
検
査
回
数

水
道
法
に
基
づ
き
、「
１
日
１
回
以
上

行
う
検
査
項
目
」（
色
、
濁
り
、
消
毒
の
残
留
効
果
）

は
、
１
日
１
回
給
水
栓
か
ら
出
る
浄
水
に
つ
い
て
行
い

ま
す
。

「
水
質
基
準
項
目
」
の
う
ち
一
般
細
菌
、
大
腸
菌
、

塩
化
物
イ
オ
ン
、
有
機
物(

Ｔ
Ｏ
Ｃ)

、
pH
値
、
味
、
臭

気
、
色
度
、
濁
度
は
月
１
回
行
い
ま
す
。

そ
の
他
の
「
水
質
基
準
項
目
」「
水
質
管
理
目
標
設

定
項
目
」
お
よ
び
「
播
磨
町
が
独
自
に
行
う
水
質
項
目
」

の
検
査
は
年
１
回
行
い
ま
す
。

※
項
目
に
よ
っ
て
は
、
水
道
法
に
基
づ
く
検
査
回
数
と

し
て
、
年
４
回
以
上
行
い
ま
す
。

（4）

検
査
機
関

「
１
日
１
回
以
上
行
う
検
査
項
目
」

以
外
の
定
期
検
査
は
、
加
古
川
健
康
福
祉
事
務
所
、
兵

庫
県
健
康
環
境
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
、
そ
し
て
、
厚
生

労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
「
登
録
水
質
検
査
機
関
」

に
検
査
委
託
し
て
い
ま
す
。

本
町
の
水
道
は
、
そ
の
水
源
を
地
下
水(

約
９
割)

と

県
水
（
浄
水
）（
約
１
割
）
で
構
成
し
て
い
ま
す
。

地
下
水
は
浄
水
場
へ
導
水
し
、
水
道
水
と
し
て
の
基

準
を
満
た
す
よ
う
に
浄
水
処
理
し
、
県
水
に
つ
い
て
は

浄
水
処
理
さ
れ
た
水
を
受
水
し
、
配
水
施
設
を
通
じ
て

ご
家
庭
へ
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

平
成
16
年
４
月
１
日
以
降
の
現
在
の
水
質
基
準
項
目

（
50
項
目
）
に
関
し
て
は
、
基
準
値
以
下
と
な
っ
て
い

ま
す
。
安
心
し
て
飲
め
る
水
を
供
給
し
て
い
ま
す
。

水
質
基
準
50
項
目
の
う
ち
、
次
の
９
項
目
に
つ
い
て

は
月
１
回
の
検
査
を
行
い
ま
す
。

一
般
細
菌
、
大
腸
菌
、
塩
化
物
イ
オ
ン
、
有
機
物

(

Ｔ
Ｏ
Ｃ)

、
pH
値
、
味
、
臭
気
、
色
度
、
濁
度

水
道
水
が
水
質
基
準
に
適
合
し
な
い
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
浄
水
場
原
水
、
浄
水
お

よ
び
給
水
栓
な
ど
に
お
い
て
、
臨
時
の
水
質
検
査
を
行

い
ま
す
。
臨
時
の
水
質
検
査
は
、
水
質
異
常
が
発
生
し

た
と
き
直
ち
に
実
施
し
、
水
質
異
常
が
終
息
し
、
水
道

水
の
安
全
性
が
確
認
さ
れ
る
ま
で
行
い
ま
す
。

水
質
検
査
計
画
お
よ
び
検
査
結
果
は
、
播
磨
町
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。
ま
た
検
査
計
画
は
、
毎

年
見
直
し
を
行
い
、
状
況
に
応
じ
て
改
正
す
る
こ
と
と

し
ま
す
。

水
質
検
査
業
務
は
、
水
道
法
第
20
条
第
３
項
に
よ
る

厚
生
労
働
大
臣
登
録
検
査
機
関
に
委
託
し
て
行
い
ま
す
。

委
託
先
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
検
査
精
度
と
信
頼
性

を
重
視
し
ま
す
。

水
道
水
の
安
全
性
を
確
保
し
て
い
く
た
め
、
播
磨
町

で
は
、
関
係
機
関
（
兵
庫
県
加
古
川
健
康
福
祉
事
務
所

薬
務
・
生
活
衛
生
課
、
兵
庫
県
立
健
康
環
境
科
学
研
究

セ
ン
タ
ー
な
ど
）
と
の
連
絡
を
密
に
す
る
な
ど
、
ま
た
、

水
質
汚
染
事
故
に
係
る
危
機
管
理
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
播
磨
町
上
下
水
道
部
作
成
）
に
基
づ
き
、
安
全
・
安

心
な
水
道
水
の
供
給
に
万
全
を
期
し
て
い
ま
す
。

近年、O157やクリプトスポリ
ジウムなどの病原性微生物や有害
重金属、その他テトラクロロエチ
レンなど有害化学物質による地下
水汚染が全国的に問題となってい
ます。
あなたが飲用に使っている井戸

水は安全でしょうか？　飲用には
ぜひ水道水を利用されることをお
勧めします。町の水道では、定期
的に重金属や有害化学物質・病原
菌の有無など50項目にわたる検査
をして、水道水としての水質基準
を満たした水を供給しています。
また、安全な水を供給するため、
日夜を問わず水道原水の監視や施
設の維持管理が行われています。
井戸水を飲用に利用する場合は、
自己責任で、定期的に水質検査を
行い、生水を飲まないで、必ず煮
沸して飲むようにしましょう。
井戸水の利用については、兵庫

県東播磨県民局のホームページに
も掲載していますのでぜひご覧く
ださい。
http://web.pref.hyogo.jp/higa
shiharima/index.html
s問い合わせ

兵庫県加古川健康福祉事務所
薬務・生活衛生課
1０７９４(２２)０１８４

水
質
検
査
は
、
水
道
用
水
が
水
質
基
準
に
適
合

し
、
安
全
・
安
心
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め

に
不
可
欠
な
も
の
で
す
。
水
質
検
査
計
画
と
は
、

適
性
な
水
質
検
査
を
行
う
た
め
に
、
水
質
検
査
の

項
目
、
検
査
地
点
な
ど
を
定
め
た
も
の
で
す
。
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▲第３浄水場


